通知書

令和〇年〇月〇日

✕✕　殿

○○株式会社
代表取締役　●●


貴殿は、令和〇年〇月〇日をもって当社との雇用契約が定年により終了した後に、当社との継続雇用希望を申請されていましたが、慎重に検討した結果、誠に遺憾ながら、当社は貴殿と継続雇用(再雇用)契約を締結しないことを決定いたしましたので、ここに通知いたします。
再雇用を締結しない事由　　
当社が当社担当医を通じて把握している限りにおいて、貴殿の健康状態は、貴殿が現在担当し、再雇用においても希望されている○○業務を担当するには非常に困難であることが明らかなため
(当社継続雇用規程第○条第○項に該当)
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